
提

出

者

若

井

康

彦

平
成
十
六
年
八
月
五
日
提
出

質

問

第

六

〇

号

国
家
公
務
員
の
有
給
休
暇
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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国
家
公
務
員
の
有
給
休
暇
に
関
す
る
質
問
主
意
書

わ
が
国
に
お
け
る
勤
労
者
の
有
給
休
暇
は
、
諸
先
進
国
と
比
べ
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。
特
に
、
中
小

零
細
企
業
の
勤
労
者
は
厳
し
い
労
働
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
わ
が
国
の
労
働
環
境
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ま

ず
法
律
等
に
則
っ
た
国
家
公
務
員
の
有
給
休
暇
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

国
家
公
務
員
の
有
給
休
暇
、
と
く
に
育
児
休
暇
と
、
配
偶
者
が
出
産
し
た
場
合
の
育
児
休
暇
の
消
化
率
と
、
同
都
道
府
県

毎
の
消
化
率
を
示
さ
れ
た
う
え
で
、
政
府
と
し
て
の
国
家
公
務
員
の
有
給
休
暇
、
育
児
休
暇
等
に
対
す
る
考
え
方
を
示
さ
れ

た
い
。

右
質
問
す
る
。


